
 

愛媛県介護支援専門員協会機関誌 第 19号 

くるにゃん通信 
                       

愛媛県介護支援専門員協会の 

「これまで」を振り返ります 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.19 （2025年 11月 1日） 

編集･発行 

 愛媛県介護支援専門員協会  

平成 26～27年頃 

協会発足にむけて有志を募る 

平成 27年 12月 12日 

設立準備記念講演会の開催 

平成 28年 5月 21日 

愛媛県介護支援専門員協会総会・発足式 

令和 4年 6月 

法人格を取得 
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実はこんなことがありました(裏話！？) 

 

 

 

 

                協会発足にむけて有志を募る 
平成 26～27年頃は、都道府県で県単位 

の組織がないのは愛媛を含む数か所でし 
た。そこで、愛媛県内の主任介護支援専門 
員に向けてアンケートを実施し、そのアンケ 
ートで協力の意思を示してくれた人達が役 
員、協力員となりました。 

 

 

 

設立準備記念講演会の開催 
                       「地域包括ケアにおけるケアマネジャー 

の役割」というテーマで大正大学名誉教授 
の橋本泰子先生に記念講演をしていただ 
きました。また、聖カタリナ大学様のご厚意 
で会場を無償で提供していただきました。 
荘厳な雰囲気で門出に向けた気持ちを新 
たにすることができました。 

 

 

 

愛媛県介護支援専門員協会総会・発足式 

愛媛県内の関係する行政、職能団体の 
皆様、四国 3県の介護支援専門員組織の 
会長にご列席をいただきました。「改めて介 
護支援専門員の役割を認識する」というテ 
ーマで厚生労働省老健局振興課佐藤美雄 
様に講演をしていただきました。 
当時の塩崎泰久厚生労働大臣が祝辞に 

かけつけてくださるなど、ありがたいハプニ 
ングがありました。 
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令和 4 年 6 月 法人格取得 
 

 

 

 

行政・団体との交渉力 UP 

任意団体よりも「責任ある団体」として信頼を得やすい 

安定した運営 

            活動・契約の継続性を担保 

 

 

 

 

 

 

現場の声を吸い上げる        会員交流・多職種連携 

個人では届かない声を            地域を超えた場をつくり 

「職能団体」として発信           孤立感の軽減や専門職 

としての成長を促す 

 

          行政・関係団体と協働         社会への広報 
県や市町村などとの意見          地域住民やメディアへの 
交換の場に参加し、制度          広報を行い、介護支援専門 

運用に現場の視点を反映         員の役割を理解してもらう 

 

地域にあった研修や活動 

     地域によって介護支援専門員の取り巻く環境は異なる。 

地域の特性も違う中で、ニーズにあった研修ができる。 

 

 

協会が発展していくためのお願い 
 

 

 

 

 

 

 
役員や活動員は使命感をもって取り組んでいます。 

前向きなご意見、ご協力をお願い申し上げます。 

法人化のメリット 

会員にとって 

安心できる体制へ 

協会が果たす５つの役割 

協会の運営は皆様の協力

や会費で成り立っています。

まずは協会に関心を持ち続け

ていただき、充実した活動に

なるように参加の意識を持っ

ていただけたらうれしいです。 

参加の方法はいろいろです！ 

⓵役員や活動員として企画や運営に関わる  

⓶研修会や交流会に参加する 

⓷入会して会費で応援  

⓸アンケートの回答や意見を言う   など 

 

３ 



株式会社 クロス・サービス福祉事業部 

副部長 上野 睦子さん です。 

 

Q 自己紹介をお願いします♪ 

A 看護小規模多機能型居宅介護事業所（以下、「看多機」といいます）の介護支援専門員

として勤務しています。 

愛媛県介護福祉士会の理事として介護職のスキルアップや仲間づくりへの活動も大切

にしています。自分自身は地域における様々な課題を当事者が解決したり、納得できたり

することを大切に支援しています。 

 

Ｑ看護小規模多機能ホーム ほのかのぬくもりのアピールをお願いします。 

Ａ 看護職が身近にいる強みを活かして認知症の人、がん末期の人の看取り、誤嚥性肺炎

を繰り返している人など、多様なニーズに対応しています。 

住宅街にありますので、とても静かな環境です。近くには 

同じ法人で運営している認知症対応型共同生活介護や 

小規模多機能型居宅介護もあります。また、サテライトと 

して“ほのかのめぐり”を保免地域で運営していますので 

医療サービスが必要な方に選択してご利用いただいて 

います。地域の保育園とも交流を持っていて、子供たちが遊びに来てくれることもあります。 

 

Q 福祉の仕事を始めるきっかけは？ 

A愛媛県内の大学を卒業し在宅サービスに関わりたくて就職しました。 

 

Q 看多機のケアマネのお仕事内容を教えて下さい。 

A アセスメントプロセスの展開は居宅介護支援事業所のケアマネと同じです。訪問、通い、

泊まり、訪問看護を利用者のニーズにそって組み立てていきます。同じ事業所のスタッフ

ですから、すぐにメンバーを集めて話し合いや調整がしやすいこと、お互いの考えが想像

できて役割分担がスムーズに行われます。更にケアマネはその調整の結果を現場で確認

できるのでモニタリングやケアプランの修正を適時行うようにしています。 

 

Q 看多機のケアマネとしてのやりがいや醍醐味、大変なことは何ですか？ 

A 多職種でチームになって 24時間を支援するためには、支援の方向性を共有しそれぞれ

の職種の強みが十分に発揮できる環境をつくる必要があります。職種の違い、個人の違

今回は看護小規模多機能型居宅介護事業所

で働いているケアマネさんにスポットを当

てて、お話を聞いてみたにゃ♪ 
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いを認め合い一丸となれるようにコミュニケーションを細目にとることを意識しています。ま

とめる大変さもありますが「手数が多い」「効果を現場で利用者や家族、直接支援している

人達と共有できる」のが醍醐味と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ ケアマネとして自己研鑽はされていますか？ 

Ａ 役職者の研修やメンタルヘルスなどの研修を受講しています。全国小規模多機能型事

業所連絡会で１年に一回開催される全国大会に参加したり、愛媛県地域密着型サービス

協会が主催している学習会（小規模ネット）で実施されるグループワークでグレーゾーンの

支援、マネジメントの工夫や家族への対応などの情報交換の場を持っています。 

 

Ｑ 看多機のケアマネとしての課題はありますか？ 

Ａ 看護職の専門性は高齢者の生活を支える上でとても重要ですが、病気や治療に対して

生活場面より優先されたり、ご利用者や介護職が病気の理解が乏しかったり、治療に協

力的でない場合は「なぜそうなるのか」を、ご利用者を中心としたチームで考えます。介護

職の強みは利用者の生活に寄り添い、利用者のこだわりや習慣を側で見守り家族も気づ

いていない側面に気づくこともあります。治療と利用者の望む暮らしの妥協点を見つけて

いくための関りを意識しています。 

ほのかのぬくもりでは 

利用相談・施設見学等随時対応できます。 

                             お気軽にお問合せ下さい。  

住所：松山市朝生田７丁目 13-28 

                              TEL：089-933-8841 

 

 

 

 

 

 上野さん貴重なお話ありがとうございました。 

看多機や小多機などの訪問は訪問介護のよ

うに細かいしばりがないにゃ。時間の刻みもな

いので利用者の状態に応じて柔軟に対応が

できるけど、ケアマネは判断力やコーディネー

ト力を求められるんじゃないかにゃあ。 
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話題提供～成年後見制度について～ 

 利用者のご家族から「ケアマネさんは成年後見制度を勧めるけど、その後のことを考え

たことある？」と言われて調べてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状にあった制度になるよう制度の

見直しが検討されています。 

＊成年後見制度は利用し始めるとや

めることはできない。 

＊長期になると成年後見人の親族

が高齢になり担えなくなったり、煩

雑な手続きが負担になって専門職に

変更になる場合も少なくない。 

＊専門職が選任される場合が急増し

ている。 

＊身寄りのない高齢者の増加に伴

い市区町村長の申立が大幅に増え

ている。ただし、自治体によって申し

立てに差がある。 

厚生労働省 HP資料より引用 

「成年後見制度の現状」 

令和 7年 5月 
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・柔軟な財産管理ができにくいことがある。 

例）本人が施設に入所中で自宅を売却したいときに、ある程度の預貯金がある場合は認められないこと

があるというように、お金の使い道には家庭裁判所の指示が必要な場合がある。 

 

 

・不正の予防や成年後見人の負担を軽減する仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※成年後見制度の現状や課題はケアマネジメントにも影響します。問いかけをされたご家族は専門職か

ら成年後見人を引き継いだ親族の方ですが「成年後見制度の利用をやめる」ことができないことも課題と

言われておりました。成年後見制度は介護支援専門員としても頼りになる制度ですが、制度の複雑さや

担い手不足、ニーズの増大で今後、どのようなことが起こるのか注視していきたいところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それくらい厳しくしないと人の資産を

安全に管理できないんだろうにゃ。 

後見制度支援信託および後見制度支援

預貯金とは、本人の財産のうち、日常的な

支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金

（小口口座）として後見人が管理し、通常使

用しない金銭を信託口座（または大口預貯

金口座）に預ける仕組みのことをいいます。

大口預貯金口座からお金を引き出すときは

家庭裁判所の指示書が必要になる。 
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ある利用者様が入院になったときのメールのやり取りです。 

「お世話になります。○○様、肺炎のため本日入院となりました」 

と入力したかったのですが 

 

 

 

 

と送ってしまいました。後で訂正しましたが、優しい事業所さんは 

「察しましたので大丈夫です…（笑）」 

と、神対応で返ってきました      おかしな誤字変換、誰しも経験しているのではないでしょう

か…。そんなこんなで、日々お疲れの皆さん、癒しを求めて、自家焙煎コーヒーの美味しい

お店をちょっと紹介致します。 

お隣の高地県四万十市にあるコーヒー喫茶「ウオッチ」。店内は、ステレオで心地よいジャ

ズのＢGMが流れ、とてもおしゃれで落ち着きある空間を楽しめるところです。 

モーニングや簡単なランチメニューもあります。皆さま、お時間あれば是非行かれてみて

下さい。とても癒されますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              くるにゃん通信に投稿を希望される方は県協会のメールでご相談ください。 

                   なお、掲載の是非については県協会で審査し、可否を決定させていただきますので

ご理解ください。 

編集部より 

地域で頑張っているケアマネさん達をご紹介ください。 
 

 

 

 

 

 

発行元 

一般社団法人 

愛媛県介護支援専門員協会 

〒791-0244 

愛媛県松山市水泥町９０-1 

愛媛県介護支援専門員協会事務局 

Mail 

ecma20150418＠gmail.com 

編集後記   

今回は愛媛県介護支援専門員協会を知ってもらおうという企画でし

た。会員の皆様はいろいろなご意見をお持ちだろうと思いますが、企

画や運営に関わってくれている人たちの負担を軽減しながら、 

協会の活動に参加しやすい組織づくりが必要です。そのためには今の

協会の現状を知ってもらい身近な存在に感じてもらえるようにこれか

らも広報していきたいと思います。 

最後に発行が大幅に遅れましたことを深くお詫びいたします。（岸） 

  

掲示板 

お世話になります。 

○○様、肺炎のため本日入荷になりました。 

ちょっとひと息  
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